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第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオ1 
ロオクタン酸(PFOA）とその塩及びPFOA関連物質の個別の適用除外の取2 
扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの3 
指定等について（案） 4 
 5 

令 和 元 年 1 0 月 ２ 日 6 
厚 生 労 働 省 医 薬 ・生 活 衛 生 局  7 
医薬品審査管理課化学物質安全対策室 8 

 9 

１．検討の背景等 10 

（１）背景 11 
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下「ストックホルム条約」という。）12 

では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を13 
対象に、人の健康の保護、及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該14 
物質の製造、使用等を原則的に禁止する等の措置を講じることとされている。我が国は、15 
これまで、条約の対象物質については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法16 
律（昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。）」、「農薬取締法（昭和23年法律第8217 
号）」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和3518 
年法律第145号）」及び「外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）」に基づき、19 
所要の措置を講じてきた。化審法においては、ストックホルム条約の廃絶・制限の対象と20 
なった物質について、化審法第２条第１項に規定する第一種特定化学物質に指定し、そ21 
の製造、使用等を制限することにより、同条約の義務を履行してきた。 22 

今般、平成31年４月末から令和元年５月頭にかけて開催されたストックホルム条約第９23 
回締約国会議（COP９）において、新たにジコホル1、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とそ24 
の塩及びPFOA関連物質を同条約の附属書Ａ（廃絶）に追加することが決定された。これ25 
ら２物質群は、締約国会議の下部会合である残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）26 
において、科学的知見に基づき検討され、締約国会議に対して廃絶等に関する提案が27 
なされたものである。 28 

 29 
条約事務局より、これらの物質を対象物質に追加すること等に関する決定の通知が締30 

約国各国に対してなされると、締約国は通知から１年以内に、決定を遵守するための所31 
要の措置を講じることとなっている。 32 

                                            
1 締約国会議における指定名称は Dicofol。Dicofol には p,p'体と o,p'体が存在する。 
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これらを受け、令和元年７月24日に、３省合同会合2において、表１に示す化学物質に33 
ついては、難分解性、高蓄積性であり、人や高次捕食動物への長期毒性を有するもので34 
あることから、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得ら35 
れた（薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会においては令和元年８36 
月１日に審議。）。 37 

これを踏まえ、これらの化学物質（表１）を第一種特定化学物質に指定した際に講じる38 
べき化審法上の所要の措置について、以下のとおり検討する必要がある。 39 

 40 
（２）化審法に基づく第一種特定化学物質に係る主な規制及び措置 41 

① 製造・輸入の許可制（化審法第17条、第22条） 42 
② 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止（化43 

審法第24条） 44 
③ 政令で指定された用途（エッセンシャルユース）以外の使用の禁止（化審法第2545 

条） 46 
④ 取扱い等に係る技術上の基準（化審法第28条） 47 
⑤ 環境の汚染の進行を防止するために特に必要があると認められる場合、第一種特48 

定化学物質の製造・輸入業者等に対し、当該化学物質又は当該化学物質が使用49 
されている製品の回収等の措置命令（化審法第34条） 50 

 51 
（３） 審議会の審議事項 52 

上記（２）の①～⑤のうち、②の政令で定める輸入禁止製品の検討、③の政令で指定さ53 
れた用途（エッセンシャルユース）及び④取扱い等に係る技術上の基準に従わなければ54 
ならない製品の検討に当たっては、化審法第 56 条において審議会に意見を聴くことと55 
されている。 56 

  57 
表１．第一種特定化学物質に指定することとなった物質 58 

物質名称※１ 主な用途 

① 
２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェニル）―１―（４―ク

ロロフェニル）エタノール（略称：o,p’-ジコホル） 
殺虫剤 

② 

（１）ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩 

フッ素ポリマー

加工助剤、界面

活性剤等 

（２）炭素原子に結合するペンタデカフルオロアルキル基（ア

ルキル基の炭素数が７のものに限る。）を含む化合物（略

称：PFOA関連物質） 

 

                                            
2 令和元年度度第 4 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、

化学物質審議会第 189 回審査部会、第 196 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員

会 
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ただし、以下の化合物を除く。 

 オクタデカフルオロアルカン（アルカンの炭素数が８のも

のに限る。）、クロロ（ヘプタデカフルオロ）アルカン（アル

カンの炭素数が８のものに限る。）、ブロモ（ヘプタデカフ

ルオロ）アルカン（アルカンの炭素数が８のものに限る。） 

 ペルフルオロアルキル基（アルキル基は直鎖であり、炭素

数が17を超えるものに限る。）を有する化合物 

 ペルフルオロアルカンカルボン酸（アルカンカルボン酸の

炭素数が９以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸

ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロアルキルホスホン酸（アルキルホスホン酸の

炭素数が８以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸

ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロアルカンスルホン酸（アルカンスルホン酸の

炭素数が９以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸

ハロゲン化物、無水物を含む。） 

 ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）とその塩、又は

ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド（ＰＦＯＳＦ） 

※1 各物質の性状等の詳細については、別添を参照。 59 
 60 
 61 

62 
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２． ２・２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェニル）―１―（４―クロロフェニル）63 
エタノール （略称：o,p’-ジコホル） 64 
 65 
２－１．o,p’-ジコホルの製造・輸入の規制のあり方等について 66 
（１）o,p’-ジコホルの使用の現状及び今後の見込み 67 

ジコホルの主な用途は殺虫剤である。ジコホル（農薬取締法における名称：ケルセン）68 
については平成 16 年に農薬取締法による登録が失効している。また、ジコホルには異性69 
体として、２・２・２―トリクロロ―１・１－ビス（４－クロロフェニル）エタノール（p,p'体）及び２・70 
２・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェニル）―１―（４―クロロフェニル）エタノール（o,p'体）71 
があるが、p,p'体については平成 17 年４月１日に化審法における第一種特定化学物質72 
に指定されている。また、o,p'体は化審法第２条第６項に規定する新規化学物質であるこ73 
とから、届出等の状況を鑑みると、我が国での製造・輸入はないと考えられる。 74 

 75 
（２）o,p’-ジコホルの製造・輸入規制等のあり方 76 

p,p'体については既に第一種特定化学物質に指定され、その製造、輸入、使用等に77 
ついて規制がなされているところ、o,p'体については新規化学物質であることから、当該78 
物質の製造、輸入については制限されているものの、使用まで規制が及んでいない。スト79 
ックホルム条約では、廃絶・制限の対象となった物質について、使用についても廃絶・制80 
限に向けて取り組むことを求められていることから、o,p'体についても第一種特定化学物81 
質に指定し、その製造・輸入・使用を原則禁止することが適切である。 82 

なお、ストックホルム条約では、廃絶・制限の対象となった物質について、他の物質へ83 
の代替が困難である場合、人への暴露及び環境への放出を防止し又は最小限にするよ84 
うな方法で行われていることを確保するための適当な措置がとられていることを条件に、85 
締約国会議で合意された用途については、製造又は使用等についての禁止の適用を除86 
外する仕組みがあるが、ジコホルについては、特定の用途を適用除外とすることが認めら87 
れていない。 88 

 89 
２－２．o,p’-ジコホルが使用されている製品の輸入の禁止について 90 

既に第一種特定化学物質に指定されているp,p'体については、含有製品を含めて輸91 
入の実績が確認されず、輸入される見込みもなかったことから、化審法において輸入禁92 
止製品を指定していない。 93 

今般、o,p'体を含むジコホルがストックホルム条約の第９回締約国会議において、廃絶94 
の対象物質とすることが決定されたことから、あらためて海外における使用の状況を調査95 
したところ、化審法が対象とする用途での使用は確認されておらず、o,p’-ジコホルが使96 
用されている製品について輸入禁止措置を講ずる必要性はないと考えられる。 97 

 98 
 99 
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２－３．その他の必要な措置について 100 
化審法第 34 条では、第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学101 

物質による環境の汚染の進行を防止するために特に必要があると認めるときは、必要な102 
限度において、当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入103 
事業者に対し、当該物質及びそれが使用されている製品の回収等の措置を命ずることが104 
できるとされている。 105 

 106 
現在得られている情報からは、平成16年以降我が国において、ジコホルやジコホルが107 

使用されている製品の製造、使用等の状況は確認されておらず、これらの回収等を命令108 
する必要性は認められないと考えられる。ただし、今後とも継続してジコホルの環境モニタ109 
リングを実施し、状況に応じて、必要な措置を講ずる必要がある。 110 

また、ストックホルム条約において、残留性有機汚染物質を含む廃棄物は、環境上、適111 
正な方法で処分することとされていることを踏まえ、在庫のジコホルやそれらが使用されて112 
いる製品については、廃棄物処理法等の関係法令等に従って、適切に措置する必要が113 
ある。 114 

115 
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３．ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質 116 

 117 
３－１． PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の製造・輸入の規制のあり方等について 118 
（１）PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の使用の現状及び今後の見込み 119 

PFOA とその塩及び PFOA 関連物質は、化審法第２条第７項に規定する一般化学物120 
質又は法第２条第６項に規定する新規化学物質に該当する。 121 

一般化学物質である PFOA とその塩及び PFOA 関連物質については化審法第８条の122 
規定に基づき、毎年度、前年度の製造・輸入数量等の届出が義務付けられている。 123 

PFOA は、主にフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等として使用されていたが、一124 
般化学物質の届出制度が開始された平成 22 年度以降の製造・輸入実績はなく、今後の125 
製造・輸入・使用を予定している事業者はない。 126 

PFOA 塩は、主にコーティング剤、半導体製造用中間原料として使用されていたが、表127 
２のとおり、平成 24 年度以降は製造、輸入、出荷はほとんどなく、それも縮小傾向にあり、128 
令和２年度以降の製造、輸入・使用を予定している事業者はいない。 129 

また、PFOA 関連物質は、主に撥水撥油剤、合成繊維・繊維処理剤等として使用され130 
ていたが、表３のとおり平成 25 年度以降、縮小傾向にある。こうした中、一部の代替困難131 
な用途を除いて、令和２年度以降の製造・輸入・使用を予定している事業者はいない。 132 

なお、PFOA 関連物質であるペルフルオロオクタンヨージド（PFOI）については、医薬133 
品の製造に用いられるペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造原料として用いられ134 
ているが、現状の技術では代替困難であることから、当面製造、使用を継続することが必135 
要と考えられる。 136 

  137 
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表２．PFOA塩の製造・輸入数量（MITI番号：2-2659等）  138 
 製造・輸入数量 国内出荷量 輸出数量 

平成22年度 99 26 10 

平成23年度 24 10 1 

平成24年度 2 2 0 

平成25年度 2 2 0 

平成26年度 2 2 0 

平成27年度 2 2 0 

平成28年度 2 1 0 

平成29年度 0 0 0 

（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリングより 単位：トン、小数点以下四捨五入） 139 
（なお、PFOA塩については、酸であるPFOAと塩基に分けて届出されたデータを含む） 140 

 141 
表３．PFOA関連物質（MITI番号：2-90等） 142 

 製造・輸入数量 国内出荷量 輸出数量 

平成22年度 141 48 1 

平成23年度 739 740 0 

平成24年度 156 158 0 

平成25年度 56 47 0 

平成26年度 20 27 0 

平成27年度 19 16 0 

平成28年度 6 6 0 

平成29年度 16 12 0 

（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリングより 単位：トン、小数点以下四捨五入） 143 
 144 
（２）PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の製造・輸入規制等のあり方 145 

ストックホルム条約では、廃絶・制限の対象となった物質について、他の物質への代替146 
が困難である場合、人への暴露及び環境への放出を防止し又は最小限にするような方法147 
で行われていることを確保するための適当な措置がとられていることを条件に、締約国会148 
議で合意された用途については、製造、使用等の禁止の適用を除外する仕組みがある。149 
PFOA とその塩及び PFOA 関連物質については、表４に示す用途について適用除外とす150 
ることが条約附属書において認められているところであり、この用途について、化審法に151 
おける適用除外の対象とする必要があるかどうか検討することとする。 152 

 153 
 154 
 155 
 156 
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表４．ストックホルム条約中のPFOAとその塩及びPFOA関連物質の適用除外用途 157 
①半導体製造におけるフォトリソグラフィ又はエッチングプロセス 

②フィルムに施される写真用コーティング 

③作業用保護のための撥油・撥水繊維製品 

④侵襲性及び埋込型医療機器 

⑤液体燃料から発生する蒸気の抑制及び液体燃料による火災のために配備された

システム（移動式及び固定式の両方を含む。）における泡消火薬剤 

⑥医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造のた

めのペルフルオロオクタンヨージド（PFOI）の使用 ※１ 

⑦以下の製品に使用するためのポリテトラフルオロエチレン（PTFE）及びポリフ

ッ化ビニリデン（PVDF）の製造 

・高機能性の抗腐食性ガスフィルター膜、水処理膜、医療用繊維に用いる膜 

・産業用廃熱交換器 

・揮発性有機化合物及び PM 2.5 微粒子の漏えい防止可能な工業用シーリング  

材 

⑧送電用高圧電線及びケーブルの製造のためのポリフルオロエチレンプロピレン

（FEP）の製造 

⑨Ｏリング、Ｖベルト及び自動車の内装に使用するプラスチック製装飾品の製造の

ためのフルオロエラストマーの製造 

（※１ 「医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド158 
（PFOI）の使用」については、最長 2036 年までの適用除外が認められ、COP13（2027 年）以降、隔会合ごと（4 年ごと）159 
にその必要性が評価されることになった。） 160 

 161 
今後、第一種特定化学物質としてその製造を許可することが想定されるのは PFOA 関連162 

物質である PFOI のみであると見込まれることから、あらかじめ、PFOI の製造設備について、163 
化審法第 28 条に定める技術上の基準を策定する必要がある。技術上の基準の策定にあた164 
って考慮すべき主な要素としては、以下のようなものが考えられる。 165 

 166 
【製造設備の技術上の基準の策定にあたって考慮すべきと考えられる主な要素】 167 
・ 想定される反応プロセス等に適切に対応して製造設備が設計されていること 168 
・ 当該第一種特定化学物質による腐食やその漏洩を防止するための適切な材料が製造169 

設備に用いられていること 170 
・ 投入される原材料と製造される第一種特定化学物質の収支を適切に管理できる機能を171 

有していること 172 
・ 未反応物や精製後の残渣を含めて、第一種特定化学物質の環境中への放出が最小限173 

になるよう十分な機能を備えていること。 174 
 175 
 176 

 177 
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化審法第 25 条において、①他の物による代替が困難であり、かつ②第一種特定化学178 
物質が使用されることにより、環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動179 
植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないことを、第一種特定化学物質180 
の使用を認めることができる要件として掲げている。したがって、ストックホルム条約におい181 
て認められた適用除外の用途のうち、我が国における現状に照らして、上記の①、②を満182 
たしたものについては、当該第一種特定化学物質の使用を認めることが可能である。な183 
お、認められた用途について第一種特定化学物質を使用しようとする者は、化審法に基184 
づき、使用する第一種特定化学物質の名称、用途等を主務大臣に届け出る義務が生じ185 
る（化審法第 26 条）。 186 

また、第一種特定化学物質については、後述（３－２参照）する取扱上の技術上の基準187 
に適合する義務（化審法第 28 条）及び表示の義務（化審法第 29 条）が生じる。 188 

 189 
①  他のものによる代替が困難である事例 190 

今後の措置を具体的にどのように講じる必要があるかを検討するために、我が国に191 
おける PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の最新の製造・輸入・使用の実態につい192 
ての調査を今年１月から３月にかけて実施した。調査方法は次のようなものである。 193 

・調査対象物質（ストックホルム条約のPOPRCにおいて審議された非網羅的リストに掲載194 
されている化学物質）の製造・輸入事業者に、製造・輸入・出荷・使用の状況等に関す195 
る調査票の記載を依頼。 196 

・製造・輸入事業者からサプライチェーンを通じて使用事業者に当該調査票を伝達して197 
もらい、使用事業者に購入・消費・出荷・使用の状況等に関する調査票の記載を依頼。 198 

・製造・輸入事業者及び使用事業者から、調査対象物質に関する自社製品についての199 
過去３年間（平成28年度～平成30年度）の製造・輸入・出荷・使用の状況等に関する調200 
査票の記載を依頼。 201 

 202 
上記の実態調査の結果、我が国で過去３年間において使用の実態があったのは、203 

PFOA 塩と PFOA 関連物質であった。個別の事例については事業者へのヒアリングも行204 
った。その結果、PFOA 塩については、来年度以降において、継続使用の予定はなかっ205 
た。一方で、ＰＦＯＡ関連物質に関しては、継続して使用の予定があり、他の物質による代206 
替が困難であると判断される事例として、医薬品の製造を目的とした PFOB の製造のため207 
の PFOI の使用があった。 208 

以下に、医薬品の製造を目的とした PFOB の製造のための PFOI の使用について、基209 
礎的な情報や他の物質による代替が困難である理由等を記載する。なお、他の物による210 
代替が困難であるかについては、個別の用途ごとに、第一種特定化学物質と、当該第一211 
種特定化学物質以外の化学物質又はその他の物を用いた場合とを比較して、当該用途212 
において求められる機能・性能が同等程度実現されているかといった観点等から総合的213 
に勘案して判断することとなる。具体的には、例えば、機能・性能等が同等程度実現され214 
ている代替物質（又は物）が存在しない場合は、代替困難と判断される。 215 
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〇医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造のためのペル216 
フルオロオクタンヨージド（PFOI）の使用 217 

・慢性閉塞性肺疾患（COPD）や気管支喘息といった呼吸器疾患では、治療薬として粉218 
末吸入製剤が利用されている。吸入剤では肺深部に薬剤を送ることが課題となるが、219 
粉末吸入製剤ではそのために多孔性の微粒子を利用する技術の開発が進んでいる。 220 

・特に難治性疾患である膵嚢胞線維症の治療等では、一般的にコンプレッサー付きの221 
噴霧器を利用する必要があり、負担の大きな治療となっている。こうした中、多孔性微222 
粒子を利用した粉末吸入製剤は、噴霧器を要しないため機器の管理といった負担も223 
なく、安価な治療方法として期待されている。 224 

・多孔性の輸送微粒子の製造は、微粒子の基材と、細孔形成のため最終的に蒸発さ225 
せる薬剤を水中でエマルジョンにし、乾燥、蒸発させることで行う。この際、薬剤には、226 
適切な孔径で細孔を形成し、乾燥工程では蒸発せず、難水溶性であることが求めら227 
れるが、PFOB 以外では期待される性能を持たせることができない。 228 

・また、PFOB の製造では、PFOS あるいは PFOA の類縁物質を原料とする必要がある229 
が、反応効率、環境負荷を考えた場合に、PFOI が原料として最も適切である。 230 

・したがって、粉末吸入製剤に用いる多孔性微粒子の製造において PFOB の代替物231 
質は見つかっておらず、PFOB の原料として PFOI の使用は代替手段がない状態にあ232 
り、代替困難と判断される。 233 

・仮に、医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造のため234 
のペルフルオロオクタンヨージド（PFOI）の使用をエッセンシャルユースとして認めない235 
場合、呼吸器疾患の治療において大きな影響が生じることが想定される。なお、ストッ236 
クホルム条約においては、医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド237 
（PFOB）の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド（PFOI）の使用のみ、最長238 
2036 年までの適用除外が認められている。 239 

 240 
② 第一種特定化学物質が使用されることにより、環境の汚染が生じて人の健康に係241 

る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれ 242 
PFOA とその塩及び PFOA 関連物質は、①の事例の他にも、フッ素ポリマー加工助243 

剤、半導体製造用中間原料としてこれまで使用されてきた。環境省が平成 21 年度か244 
ら 29 年度に実施した環境モニタリングデータに基づいて PFOA とその塩及び PFOA245 
関連物質に関する環境リスク評価を実施し、環境濃度を基にした曝露量と、ＰＦOA の246 
毒性データを基にした人及び生活環境動植物の無毒性量・予測無影響濃度を比較247 
した結果、許容量等の方が大きかった。なお、本環境リスク評価においては、今後更248 
なる情報収集等に努める必要があるとされている（参考資料４参照）。 249 

また、NITE（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）、厚生労働省、経済産業省250 
及び環境省が①の PFOB の製造のための PFOI の使用を前提として生物濃縮を加味251 
したリスク評価を実施した結果、人及び高次捕食動物の予測暴露量が、それぞれの許252 
容量・許容濃度より小さくなるとの結果が得られている（参考資料５参照）。 253 
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今後、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の使用を①の代替困難な用途に限定し254 
た場合、従前よりも PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の使用量が減少するため、255 
環境中への排出量が減少することを鑑みれば、現時点で得られている情報に基づき、256 
化審法による規制等の観点から、当該用途による人又は生活環境動植物への被害を257 
生ずるおそれがあるとは言えないと判断できる。加えて、当該用途については、今後、258 
取扱事業者が取扱上の技術基準を遵守することで、環境中への排出量を低減するこ259 
とが可能である。 260 

 261 
    ①、②により、「医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミ     262 

ド（PFOB）の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド（PFOI）の使用」に263 
ついては例外的に認める事が妥当である。ただし、国は、使用の状況や代替に向264 
けた進捗状況を把握し、継続的に環境モニタリング調査等を実施すべきである。 265 

 266 
３－２． PFOA とその塩及び PFOA 関連物質が使用されている製品等の取扱いについて 267 

 268 
PFOA とその塩及び PFOA 関連物質が第一種特定化学物質に指定された後、その使269 

用は医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造の用途又は270 
試験研究用に限られる。 271 

そのため、第一種特定化学物質の指定が行われた以降において、国内で製造見込み272 
のある製品は限定される。 273 

また、既に在庫等の形態で製品として存在している、PFOA とその塩及び PFOA 関連274 
物質が使用されている製品のうち、来年４月以降も当該製品の使用が継続される可能性275 
があり、かつ環境汚染の可能性がある製品として泡消火薬剤があげられる。泡消火薬剤276 
は希釈して業務用消火器用の消火薬剤としても使用されている。泡消火薬剤については、277 
代替物質が既に存在し、今後、新たに PFOA とその塩及び PFOA 関連物質を使用して278 
製造・輸入される予定はないものの、消火設備団体が別途調査した結果、既に相当数量279 
のものが、全国の地下駐車場等の消火設備に設置されていることが判明している。これら280 
の泡消火薬剤についても、今後、速やかに代替製品に切り替える事が望ましいが、既に281 
相当数量が全国の様々な箇所に配備されている中、PFOA とその塩及び PFOA 関連物282 
質を含む泡消火薬剤が配備されている場所を特定して、短期間で代替製品に取り替える283 
ことは、災害時にのみ使用するという製品の性質も加味すれば、非常に困難である。 284 

医薬品の製造を目的とした PFOB の製造に用いられる PFOI 及び泡消火薬剤、消火器285 
用消火薬剤（業務用のものに限る）及び業務用消火器については、その形態から環境を286 
汚染する可能性があるので、取扱事業者は、別途定める取扱上の技術基準を遵守する287 
（化審法第 28 条第２項）とともに、別途定められた環境汚染を防止するための措置等に関288 
する表示を行わなければならない（化審法第 29 条第２項）。ただし、基準適合義務及び289 
表示義務の要件を満たすためには、製造現場の点検・表示ラベルの作成等が必要となる。290 
また、既に市場に流通している出荷分の管理・把握が困難で、義務を課すことに時間を291 
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要するのが実態である。そのため、一定の猶予期間を設けることについても検討する必要292 
がある。 293 

   294 
   また、国は、取扱上の技術基準が遵守され、表示が徹底されるように、各製品に関係す295 

る事業者と協力し、取扱事業者への周知に務めるべきである。加えて、第一種特定化学296 
物質が使用されている疑いのある製品についても、必要に応じて、環境汚染の可能性も297 
含めて情報収集・調査を実施する必要がある。事業者は、製品中の第一種特定化学物298 
質の含有状況について、新たな事実等が判明すれば、迅速に国へ情報を提供すること299 
が望まれる。 300 

 301 
表５．PFOAとその塩及びPFOA関連物質を使用している場合は 302 

取扱上の技術基準に適合し、環境汚染防止のための表示義務がかかる製品 303 
製品※１  ＨＳコード※２ 

消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 消火器 ８４．２４ 

消火器用消

火薬剤及び

泡消火薬剤 

３８１３．００ 

 304 
※１：製品についての表現の仕方については今後、変更がありうる。 305 

 ※２：Harmonized Commodity Description and Coding System。「商品の名称及び分類についての統一306 
システム」の略称。国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一したシステムを指す。 307 

  308 
今後、上記製品については、取扱いにおける技術上の基準及び環境汚染を防止する309 

ための措置等に関する表示の内容を策定する必要がある。技術上の基準や表示の内容310 
の策定にあたって考慮すべき主な要素としては、以下のようなものが考えられる。 311 

 312 
【取扱い上の技術基準の策定にあたって考慮すべきと考えられる主な要素】 313 

・ 厳重に保管し、保管時の漏洩等のおそれがないよう必要な措置を講じること。 314 
・ 取扱現場や保管庫には、PFOA 又はその塩又は PFOA 関連物質を取り扱っている315 

ことを表示すること。 316 
・ 外部に流出しないように必要な措置を講じること。こぼれた場合は、速やかに拭き取317 

る等の措置を講じること。そのために必要な器具については、一定の場所に保管し318 
ていること。 319 

・ 取扱いに係る作業要領を策定し、管理責任者を選出すること。 320 
・ 排ガス、廃液等については、関係法令に従って、適切に廃棄すること。 321 

 322 
 323 
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【環境汚染を防止するための措置等に関する表示について考慮すべきと考えられ  324 
る主な要素】 325 
・ 第一種特定化学物質が使用されていること及び当該物質の名称 326 
・ 製品中の成分及び第一種特定化学物質の含有量 327 
・ 使用上の注意 328 
・ 不慮の事故等により、第一種特定化学物質が漏出した場合等の措置 329 

※ なお、製造事業者等により、既に表示がなされている場合は、特に必要と認められな330 
い限りにおいて、販売業者等が表示を行う必要はないと考えられる。 331 

 332 
３－３．ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質が使用されている製333 

品の輸入の禁止について 334 
PFOAとその塩及びPFOA関連物質については、ストックホルム条約の第９回締約国会335 

議において、廃絶の対象物質とすることが決定されたことから、適用除外とされた用途を336 
除いて、今後、諸外国においてもその製造・使用が禁止される予定である。 337 

こうしたことを前提に、国内におけるこれまでのPFOAとその塩及びPFOA関連物質の338 
使用状況、当該化学物質が使用されている主な製品の輸入の状況、並びに、海外にお339 
ける使用の状況を調査した。その結果を表６及び表７に示す。 340 

表６．PFOAとその塩が使用されている主な製品の 341 
製造・輸入実績等について 342 

PFOAとその塩が使用され

ている製品 

製造実績 輸入 

実績 

ストックホルム条約上

の扱い 

備考 

国内 海外 

（１） フロアワックス 実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

基準①及び②に

該当することから、

輸入禁止製品とす

べきと考えられる。 

（2） 撥水撥油加工をし

た生地 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（3） 撥水撥油加工をし

た衣服 

実績 

あり 

実績 

あり 

実績 

あり 

 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（4） 撥水撥油加工をし

たカーペット 

実績 

なし 

実績 

あり 

実績 

あり 

 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（5） 接着剤及びシーリ

ング用の充填剤 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

一部適用除外（揮発

性有機化合物及び

PM 2.5微粒子の漏え

い防止可能な工業用

シーリング材） 
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（6） コーティング剤 実績 

あり 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（7） 塗料、ニス 実績 

あり 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（8） トナー 実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（9） 洗浄剤 実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（10） 業務用写真フィル

ム 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

一部適用除外（フィル

ムに施される写真用コ

ーティング） 

（11） 耐水・耐油処理を

した加工紙 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（12） 半導体の製造に使

用する反射防止剤 

実績 

あり 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

（13） 消火器、消火器用

消火薬剤及び泡

消火薬剤 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

 343 
 344 

表７．PFOA関連物質が使用されている主な製品の 345 
製造・輸入実績等について 346 

PFOA関連物質が使用さ

れている製品 

製造実績 輸入 

実績 

ストックホルム条約上

の扱い 

備考 

国内 海外 

（21） フロアワックス 実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

基準①及び②に

該当することから、

輸入禁止製品とす

べきと考えられる。 

（22） 繊維製品用保護

剤又は防汚剤 

実績 

なし 

実績 

あり 

実績 

あり 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（23） 撥水撥油剤 実績 

あり 

実績 

あり 

実績 

あり 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（24） 撥水撥油加工をし

た繊維製品 

実績 

あり 

実績 

あり 

実績 

あり 

一部適用除外（作業

用保護のための撥

油・撥水繊維製品） 

（25） 消泡剤 実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 
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（26） コーティング剤 実績 

あり 

実績 

あり 

詳細 

不明 

一部適用除外（フィル

ムに施される写真用コ

ーティング） 

（27） 光ファイバー又は

その表面コーティ

ング剤 

実績 

あり 

実績 

なし 

詳細 

不明 

 

（28） 消火器、消火器用

消火薬剤及び泡

消火薬剤 

実績 

なし 

実績 

あり 

詳細 

不明 

 

 347 
【参考】 輸入禁止製品の政令指定の考え方 348 

第一種特定化学物質が使用されていると考えられる製品のうち、次の①及び②の基準に該当するものに349 
ついては、政令指定し、輸入の制限をすることが適当であると考えられる。 350 

 351 
基準①：次の要件のいずれかを満たし、国内に輸入されるおそれがあること。 352 
（ア）第一種特定化学物質が使用されている製品を過去 10 年内に輸入していたことが実績又は公電、公353 

文書、海外規格若しくはこれらに準ずる性格を有する情報(以下｢実績等｣という。) により認められると354 
き。 355 

（イ）第一種特定化学物質が使用されている製品が過去 10 年内に海外において生産されていたことが356 
実績等により認められるとき。 357 

（ウ）第一種特定化学物質が当該製品に使用されていることが一般的であって、過去 10 年内に日本国358 
内で第一種特定化学物質が使用されている当該製品の生産の実績等があるとき。 359 

（エ）ただし、（ア）､（イ）､（ウ）の要件に合致するものであっても、下記の要件のいずれかに該当する場合360 
は、掲名の対象から除外するものとする。 361 
（ａ）関連製品等との競合による制約により、今後、輸入されるおそれのないもの。 362 
（ｂ）技術的進歩等により、今後、海外において生産されるおそれのないもの。 363 
（ｃ）国内規格、商慣行等の理由で、今後、日本に輸入されるおそれのないもの。 364 

 365 
基準②：次の要件のいずれかを満たさないため、輸入を制限しない場合には、環境汚染のおそれがあ366 

ると考えられること。 367 
（ア）当該製品の使用が、環境へ直接放出される形態をとるものではないこと。 368 
（イ）使用から廃棄に至る間の管理体制が確立されていること。 369 
（ウ）廃棄が適切に行いうるよう制度的に担保されていること。 370 

 371 
以上をまとめると、PFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている製品のうち、372 

（１）～（13）及び（21）～（28）については、今後とも輸入される蓋然性が否定できず、当該373 
製品の輸入を制限しない場合には、使用の形態等から環境汚染が生じるおそれがあるた374 
め、輸入禁止製品とすべきと考えられる。 375 
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これらを踏まえ、表８及び表９に掲げる製品を化審法第24条第１項の政令で定める製376 
品に指定し、当該製品にPFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている場合は輸377 
入を禁止する措置を講ずることが適当である。 378 

なお、PFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている製品の輸入の状況につい379 
ては、今後とも実態把握に努め、環境汚染を生じるおそれがある製品が確認された場合380 
には、輸入禁止製品に追加するなどの措置を速やかに検討するべきである。 381 

 382 
表８. PFOAとその塩が使用されている場合は輸入を禁止すべき製品 383 

製品※ 

フロアワックス 
撥水撥油加工をした生地 
撥水撥油加工をした衣服 
撥水撥油加工をしたカーペット 
接着剤及びシーリング用の充填料 
コーティング剤 
塗料、ニス 
トナー 
洗浄剤 
業務用写真フィルム 
耐水・耐油処理をした加工紙 
半導体の製造に使用する反射防止剤 
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

※製品についての区分や表現の仕方等については今後、変更がありうる。 384 
 385 

表９. PFOA関連物質が使用されている場合は輸入を禁止すべき製品 386 
製品※ 

フロアワックス 
繊維製品用保護剤及び防汚剤 
撥水撥油剤 
撥水撥油加工をした繊維製品 
消泡剤 
コーティング剤 
光ファイバー又はその表面コーティング剤 
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

※製品についての区分や表現の仕方等については今後、変更がありうる。 387 
 388 

 389 
 390 
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３－４．その他の必要な措置について 391 
化審法第 34 条では、第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学392 

物質による環境の汚染の進行を防止するために特に必要があると認めるときは、必要な393 
限度において、当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入394 
事業者に対し、当該物質及びそれが使用されている製品の回収等の措置を命ずることが395 
できるとされている。 396 

 397 
平成21年度から現在までに環境省において実施・公表された環境モニタリングデータ398 

に基づいてPFOAの環境リスク評価を実施した。その結果、環境濃度を基にした曝露量と、399 
PFOAの毒性データを基にした人及び高次捕食動物の有害性評価値・予測無影響濃度400 
を比較し、現時点では、リスク懸念箇所は確認できなかった。（参考資料４参照） 401 

他方、今後、PFOAとその塩及びPFOA関連物質の製造・輸入及びエッセンシャルユー402 
スを除く使用の禁止措置を講じるシナリオに基づく将来の環境リスクの推計を行っている403 
ところ。引き続き、環境リスクの推計を進め、当該結果を元に回収等の措置について検討404 
を行う必要がある。 405 

また、ストックホルム条約において、残留性有機汚染物質を含む廃棄物は、環境上、適406 
正な方法で処分することとされていることを踏まえ、在庫のPFOAとその塩及びPFOA関連407 
物質やそれらが使用されている製品については、廃棄物処理法等の関係法令等に従っ408 
て、適切に措置する必要がある。 409 

  410 
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４．今後の進め方について 411 

今後、ジコホル、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質を第一412 
種特定化学物質に指定するとともに、本資料の２．及び３．において検討した必要な措置413 
を講ずるため、施行令の一部を改正する政令案について、以下に示したスケジュールに414 
よりパブリックコメント等を実施した上で、政令の公布・施行を行う。なお、パブリックコメント415 
等においてジコホル並びにペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物416 
質の製造、使用等に係る新たな実態・事例が追加的に判明した場合、上述の措置に追417 
加することも検討する必要がある。 418 

 419 
 【参考】 今後の予定 （不確定要素を含むため、前後する可能性がある。） 420 

令和元年 12 月 施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント、TBT421 
通報※ 422 

令和２年２月 政令の公布 423 
令和２年４月 ジコホル、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の第一種特定化学424 

物質の指定、PFOI に係るエッセンシャルユース及び取扱い等に係425 
る技術上の基準について施行 426 

令和２年 10 月 PFOA とその塩及び PFOA 関連物質使用製品の輸入禁止措置に427 
ついて施行 428 

 429 
※世界貿易機関（WTO）の貿易の技術的障害に関する協定（TBT 協定）に基づき、WTO 事務局に本件を通報し WTO 加430 

盟国から意見を受付。 431 
432 
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資料１－１別添 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
 443 
 444 

ジコホル、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及びPFOA関連物質445 

について 446 

447 
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Ⅰ.ジコホル 448 
 449 
１．ジコホルについて 450 
 451 
（１）性状 452 
①構造式 453 

CCl3

Cl Cl
OH

    454 
         p,p’-体            o,p’-体 455 
 456 
②分子量：370.49 457 
③融点： 77.5-79.5℃ 458 
④外観：白色粉体 459 
⑤溶解性：対水溶解度：＜1.32 mg/L（25℃） 460 

 461 
（２）分解性、蓄積性及び毒性等について 462 

参考資料３を参照。 463 
 464 
（３）製造・輸入数量 465 

ジコホル（農薬取締法における名称：ケルセン）については平成16年に農薬取締466 
法による登録が失効している。また、ジコホルには異性体として、２・２・２―ト467 
リクロロ―１・１－ビス（４－クロロフェニル）エタノール（p,p'体）及び２・２468 
・２―トリクロロ―１―（２―クロロフェニル）―１―（４―クロロフェニル）エ469 
タノール（o,p'体）があるが、p,p'体については平成17年４月１日に化審法におけ470 
る第一種特定化学物質に指定されている。また、o,p'体は化審法第２条第６項に規471 
定する新規化学物質であることから、我が国での製造・輸入はないと考えられる。 472 

 473 
（４）用途 474 

主に殺虫剤として使用。 475 
 476 
２．ジコホルが使用されている製品の製造・輸入状況 477 
 478 
（１）ジコホルが使用されている製品の製造状況 479 

１（３）のとおり、ジコホルそのものの製造・輸入が認められていないため、ジ480 
コホルを使用した製品の製造についてもないと考えられる。 481 
 482 

 483 
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（２）ジコホルが使用されている製品の輸入状況 484 
ジコホルが使用されている製品の輸入は過去10年間において確認されていない。 485 

 486 
３．海外におけるジコホルが使用されている製品の製造・輸入状況 487 
 488 

海外実態調査（平成21年～30年末までの実績）の結果、過去10年間で当該物質使489 
用製品の製造又は輸出の報告があった国は以下のとおり。 490 

・調査対象国数：175か国 491 
・回答国数：89か国 492 
・製造実績の報告があった国数：10か国（具体的製品は以下のとおり） 493 
・輸出実績の報告があった国数：６か国（具体的製品は以下のとおり） 494 
 495 
表－１．海外におけるジコホルが使用されている製品の製造・輸出状況 496 
（※ ジコホルが使用されている製品の製造実績について回答があった国について記載） 497 

国・地域 製造実績のある製品 輸出実績のある製品 

欧州の国 ・ダニ駆除剤 ・ダニ駆除剤 

オセアニアの国 ・農薬 ・農薬 

北米の国 ・農薬 ・農薬 

中東の国 ・有機塩素系農薬 

・植物生産物 

・有機塩素系農薬 

アジアの国 ・農薬 ・農薬 

アフリカの国 ・農薬 ・農薬 

 498 
４．今後のジコホル及びジコホルが使用されている製品の製造・輸入 499 
 500 
（１）ジコホルの製造・輸入の予定 501 

今後、国内でジコホルの製造・輸入を行う事業者は確認されていない。 502 
   503 
（２）ジコホルの使用の予定 504 

今後、国内でジコホルを使用して製品を製造する事業者は確認されていない。 505 
 506 
（３）ジコホルが使用されている製品の輸入の予定 507 

ジコホルが使用されている製品の輸入を行う事業者は確認されていない。 508 
 509 

 510 
511 
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５．ジコホルの化学物質環境調査結果について 512 
年度 

水質 

（ng/L） 

底質 

(ng/g-dry) 

生物（ng/g-wet） 大気（pg/m3） 

貝 魚 鳥 － 温暖期 寒冷期 

ジコホル（CAS 番号：115-32-2） 

H20 

検出数 

／検体数 
13/48 30/186 28/31 14/17 1/2    

検出範囲 
nd～ 

0.076 

nd～ 

0.46 

nd～ 

0.21 

nd～ 

0.27 

nd～ 

0.30 
   

検出下限値 0.010 0,063 0.048 0.048 0.048    

H28 

検出数 

／検体数 
      10/37  

検出範囲       
nd～ 

1.0 
 

検出下限値       0.2  

（出典：環境省調査「化学物質と環境」） 513 
514 
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Ⅱ. ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及びPFOA関連物質について 515 
Ⅱ－１．ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩について 516 
 517 
１．PFOAの性状及びPFOAとその塩の製造・輸入について 518 
 519 
（１）PFOAの性状 520 
 ①構造式 521 

 522 
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）の構造 523 
 524 
（参考） 525 

 526 
PFOA 塩の一例（ペルフルオロオクタン酸カリウム塩）の構造 527 
 528 
 529 

②分子量：414.07 530 
③融点： 44-56.5℃ 531 
④外観：固体 532 
⑤溶解性：対水溶解度：9.5 μg/L（25℃） 533 

 534 
（２）分解性、蓄積性及び毒性等について 535 

参考資料３を参照。 536 
 537 
（３）製造・輸入数量 538 
PFOAは一般化学物質に該当する。また、PFOA塩は一般化学物質又は新規化学物質539 

に該当する。 540 
一般化学物質の届出制度が開始された平成22年度以降、PFOAの製造・輸入実績は541 

ない。一方、PFOA塩については、表－２のとおり実績はあるが、平成24年度以降、542 
製造、輸入、出荷はほとんどなく、それも縮小傾向にある。 543 
 544 

 545 
 546 
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表－２．PFOAとその塩（MITI番号：2-2659等） 547 
 製造・輸入数量 国内出荷量 輸出数量 

平成22年度 99 26 10 

平成23年度 24 10 1 

平成24年度 2 2 0 

平成25年度 2 2 0 

平成26年度 2 2 0 

平成27年度 2 2 0 

平成28年度 2 1 0 

平成29年度 0 0 0 

（単位：トン、小数点以下四捨五入） 548 
（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリング） 549 

 550 
（４）用途 551 

PFOAは、主にフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤として使用。 552 
PFOA塩は、主にコーティング剤、半導体製造用中間原料として使用。 553 

 554 
２．PFOAとその塩が使用されている製品の製造・輸入状況 555 
（１）PFOAとその塩が使用されている製品の製造状況 556 

PFOA塩は、国内では主にコーティング剤、半導体製造用中間原料として使用され557 
ていたが、いずれもPOPRCでのPFOAとその塩及びPFOA関連物質に対する評価・検討558 
状況などを踏まえ、他の物質に代替してきている。 559 

表－３．PFOA塩の用途別出荷数量の推移 560 
 国内出荷量 用途別出荷数量 

中間物 化学プロ

セス調節

剤 

塗料又はコ

ーティング

剤 

平成22年度 26 4 2 20 

平成23年度 10 3 0 7 

平成24年度 2 2 0 0 

平成25年度 2 2 0 0 

平成26年度 2 2 0 0 

平成27年度 2 2 0 0 

平成28年度 1 1 0 0 

平成29年度 0 0 0 0 

（単位：トン、小数点以下四捨五入） 561 
（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリング） 562 
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（２）PFOAとその塩が使用されている製品の輸入状況 563 
PFOAとその塩が使用されている製品のうち過去10年間において輸入実績のある564 

ものは以下のとおり。 565 
・撥水撥油加工をした衣服 566 
・撥水撥油加工をしたカーペット 567 

 568 
３．海外におけるPFOAとその塩が使用されている製品の製造・輸出状況 569 
 570 

海外実態調査（平成21年～30年末までの実績）の結果、過去10年間で当該物質使571 
用製品の製造又は輸出の報告があった国は以下のとおり。 572 
・調査対象国数：175か国 573 
・回答国数：89か国 574 
・製造実績の報告があった国数：４か国（具体的製品は以下のとおり） 575 
・輸出実績の報告があった国数：２か国（具体的製品は以下のとおり） 576 

 577 
表－４．海外におけるPFOAとその塩が使用されている製品の製造・輸出状況 578 
（※ PFOAとその塩が使用されている製品の製造実績について回答があった国について記載） 579 
 580 

国・地域 製造実績のある製品 輸出実績のある製品 

欧州の国 ― ・ノンスティックコーティ

ング製品 

オセアニアの国 ・工業薬品 － 

中東の国 ・PTFE の乳化重合における界面活性

剤 

・フロアワックス 

・繊維 

・衣服 

・シーラント 

・調理器具 

・カーペット 

・フロアワックス 

・カーペット 

・シーラント 

・内装 

・調理器具 

・繊維 

アフリカの国 ・工業用 

・泡消火薬剤 

 

 581 
４．今後のPFOAとその塩が使用されている製品の製造・輸入 582 
 583 
（１）PFOAとその塩の製造・輸入の予定 584 

国内でPFOAとその塩を製造・輸入していた事業者への調査を行ったところ、令和585 
２年４月以降の製造・輸入を予定している事業者はいない。 586 

   587 
（２）PFOAとその塩の使用の予定 588 

国内でPFOAとその塩を使用していた事業者への調査を行ったところ、令和２年４589 
月以降にPFOAとその塩の使用を予定している事業者はいない。 590 
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（３）PFOAとその塩が使用されている製品の輸入の予定 591 
フロアワックス、撥水撥油加工をした生地・衣服・カーペット、接着剤及びシー592 

リング用の充填剤、コーティング剤、塗料、ニス、トナー、洗浄剤、業務用写真フ593 
ィルム、耐水・耐油処理をした加工紙、半導体の製造に使用する反射防止剤、消火594 
器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤については、今後もPFOAとその塩が使用され595 
ている当該製品の輸入の蓋然性が否定できない。 596 
 597 

５． PFOAの化学物質環境調査結果について 598 
年度 

水質 

（ng/L） 

底質 

(ng/g-dry) 

生物（ng/g-wet） 大気（pg/m3） 

貝 魚 鳥 － 温暖期 寒冷期 

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（CAS 番号：335-67-1） 

H22 

検出数 

／検体数 
49/49 62/64 5/6 13/18 2/2  37/37 37/37 

検出範囲 
0.19～ 

23 

nd～ 

0.18 

nd～ 

0.076 

nd～ 

0.095 

0.03～ 

0.048 
 4.0～ 

210 

2.4～ 

130 

検出下限値 0.02 0.005 0.0099 0,0099 0.0099  0.2 0.2 

H23 

検出数 

／検体数 
49/49 64/64 3/4 7/18 0/1  35/35 36/37 

検出範囲 
0.38～ 

50 

0.022～ 

11 

nd～ 

tr(0.04) 

nd～ 

0.051 

nd～ 

nd 
 

tr(3.5)～ 

240 

nd～ 

97 

検出下限値 0.02 0.002 0.014 0.014 0.014  1.8 1.8 

H24 

検出数 

／検体数 
48/48 63/63 4/5 18/19 2/2  36/36 36/36 

検出範囲 
0.24～ 

26 

0.012～ 

0.28 

nd～ 

0.046 

nd～ 

0.086 

tr(0.026)～ 

tr(0.028) 
 

1.9～ 

120 

1.6～ 

48 

検出下限値 0.055 0.002 0.013 0.013 0.013  0.2 0.2 

H25 

検出数 

／検体数 
      36/36 36/36 

検出範囲       
3.2～ 

190 

3.0～ 

53 

検出下限値       0.6 0.6 

H26 

検出数 

／検体数 
48/48 63/63 2/3 11/19 1/2  36/36  

検出範囲 
0.14～ 

26 

tr(6)～ 

190 

nd～ 

0.01 

nd～ 

0.085 

nd～ 

2.6 
 

5.4～ 

210 
 

検出下限値 0.02 0.005 0.003 0.003 0.003  0.1  

H27 

検出数 

／検体数 
48/48 62/62 2/3 11/19 1/1  35/35  

検出範囲 
0.31～ 

17 

0.008～ 

0.27 

nd～ 

0.026 

nd～ 

0.009 
0.031  

tr(3.7)～ 

260 
 

検出下限値 0.022 0.001 0.0034 0.0034 0.0034  1.4  

H28 

検出数 

／検体数 
48/48 61/62 2/3 19/19 2/2  37/37  

検出範囲 
0.26～ 

21 

nd～ 

0.19 

nd～ 

0.009 

nd～ 

0.009 

0.052～ 

0.32 
 

3.2～ 

140 
 

検出下限値 0.02 0.004 0.002 0.002 0.002  0.4  

H29 

検出数 

／検体数 
  2/3 12/19 2/2  37/37  

検出範囲   
nd～ 

0.018 

nd～ 

0.079 

nd～ 

0.68 
 

tr(2.0)～ 

150 
 

検出下限値   0.004 0.004 0.004  1.1  

 599 
（出典：環境省調査「化学物質と環境」） 600 

 601 
602 
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Ⅱ－２. PFOA関連物質について 603 
 604 
１．PFOA関連物質の製造・輸入について 605 
 606 
（１）指定範囲 607 

   炭素原子に結合するペンタデカフルオロアルキル基（アルキル基の炭608 
素数が７のものに限る。）を含む化合物（略称：PFOA関連物質） 609 

 610 
ただし、以下の化合物を除く。 611 

 オクタデカフルオロアルカン（アルカンの炭素数が８のものに限る。）、612 
クロロ（ヘプタデカフルオロ）アルカン（アルカンの炭素数が８のもの613 
に限る。）、ブロモ（ヘプタデカフルオロ）アルカン（アルカンの炭素数614 
が８のものに限る。） 615 

 ペルフルオロアルキル基（アルキル基は直鎖であり、炭素数が17を超え616 
るものに限る。）を有する化合物 617 

 ペルフルオロアルカンカルボン酸（アルカンカルボン酸の炭素数が９以618 
上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含619 
む。） 620 

 ペルフルオロアルキルホスホン酸（アルキルホスホン酸の炭素数が８以621 
上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含622 
む。） 623 

 ペルフルオロアルカンスルホン酸（アルカンスルホン酸の炭素数が９以624 
上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含625 
む。） 626 

 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）とその塩、又はペルフルオロ627 
オクタンスルホニルフルオリド（PFOSF） 628 

 629 
（参考） 630 

 631 
PFOA関連物質の一例（ペルフルオロオクタンヨージド）の構造 632 

 633 
 634 

（２）分解性、蓄積性及び毒性等について 635 
PFOA関連物質はその分解物であるPFOAから評価している（参考資料３を参照）。 636 

 637 
（３）製造・輸入数量 638 

PFOA関連物質は、一般化学物質又は新規化学物質に該当する。 639 
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一般化学物質の届出制度が開始された平成22年度以降、PFOA関連物質につい640 
ては表－５のとおり、平成25年度以降、製造・輸入数量及び出荷数量が大幅に641 
減少している。 642 

表－５. PFOA関連物質（MITI番号：2-90等） 643 
 製造・輸入数量 国内出荷量 輸出数量 

平成22年度 141 48 1 

平成23年度 739 740 0 

平成24年度 156 158 0 

平成25年度 56 47 0 

平成26年度 20 27 0 

平成27年度 19 16 0 

平成28年度 6 6 0 

平成29年度 16 12 0 

（単位：トン、小数点以下四捨五入） 644 
（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリング） 645 

 646 
（４）用途 647 

主に、撥水撥油剤、合成繊維・繊維処理剤等として使用。 648 
 649 
２．PFOA関連物質が使用されている製品の製造・輸入状況 650 
（１）PFOA関連物質が使用されている製品の製造状況 651 

PFOA関連物質は、国内では主に撥水撥油剤、合成繊維・繊維処理剤等として使用652 
されてきたが、近年では、POPRCでのPFOAとその塩及びPFOA関連物質に対する評価・653 
検討状況などを踏まえ、代替が進んでいる。 654 

655 
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表－６．PFOA関連物質の用途別出荷数量の推移 656 
 国内出荷量 用途別出荷数量 

中間物 塗料又はコー

ティング剤 

合成繊維又

は繊維処理

剤 

平成22年度 48 26 10 12 

平成23年度 740 740 0 0 

平成24年度 158 158 0 0 

平成25年度 47 41 0 6 

平成26年度 27 27 0 0 

平成27年度 16 6 0 10 

平成28年度 6 0 0 6 

平成29年度 12 7 0 5 

（単位：トン、小数点以下四捨五入） 657 
（化審法に基づく届出数量及び事業者ヒアリング） 658 

（２）PFOA関連物質が使用されている製品の輸入状況 659 
PFOA関連物質が使用されている製品のうち過去10年間において輸入実績のある660 

ものは以下のとおり。 661 
・繊維製品用保護剤又は防汚剤 662 
・撥水撥油剤 663 
・撥水撥油加工をした繊維製品 664 

 665 
３．海外におけるPFOA関連物質が使用されている製品の製造・輸出状況 666 
 667 

海外実態調査（平成21年～30年末までの実績）の結果、過去10年間で当該物質使668 
用製品の製造又は輸出の報告があった国は以下のとおり。 669 
・調査対象国数：175か国 670 

・回答国数：89か国 671 
・製造実績の報告があった国数：４か国（具体的製品は以下のとおり） 672 
・輸出実績の報告があった国数：１か国（具体的製品は以下のとおり） 673 

 674 
表－６．海外におけるPFOA関連物質が使用されている製品の製造・輸出状況 675 
（※ PFOA関連物質が使用されている製品の製造実績について回答があった国について記載） 676 
 677 

国・地域 製造実績のある製品 輸出実績のある製品 
オセアニアの国 ・工業薬品 ・工業薬品 
中東の国 ・繊維保護剤と防汚剤 ・繊維保護剤と防汚剤 
アフリカの国 ・工業用 

・泡消火剤 
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４．今後のPFOA関連物質及びPFOA関連物質が使用されている製品の製造・輸入 678 
 679 
（１）PFOA関連物質の製造・輸入の予定 680 

国内でPFOA関連物質を製造・輸入していた事業者への調査を行ったところ、医薬681 
品の製造に用いられるペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造原料であるペ682 
ルフルオロオクタンヨージド（PFOI）については、引き続き製造を行う予定があっ683 
た。 684 
他の用途では、令和２年４月以降の製造・輸入を予定している事業者はいない。 685 

   686 
（２）PFOA関連物質の使用の予定 687 

国内でPFOA関連物質を使用していた事業者への調査を行ったところ、医薬品の製688 
造に用いられるペルフルオロオクタンブロミド（PFOB）の製造原料であるペルフル689 
オロオクタンヨージド（PFOI）については、引き続き使用を行う予定があった。 690 
他の用途では、令和２年４月以降の使用を予定している事業者はいない。 691 

 692 
（３）PFOA関連物質が使用されている製品の輸入の予定 693 

フロアワックス、繊維製品用保護剤及び防汚剤、撥水撥油剤、撥水撥油加工をし694 
た繊維製品、消泡剤、コーティング剤、光ファイバー又はその表面コーティング剤695 
、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤については、今後もPFOA関連物質が使696 
用されている当該製品の輸入の蓋然性が否定できない。 697 

 698 
 699 
 700 
 701 


